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 この「提案型コンペ実施要領」（以下「実施要領」という。）は、東かがわ市（以下「市」

という。）が実施する「生成 AI 導入前支援業務」（以下「本業務」という。）に係る受託

候補者の選定に関して、提案型コンペに参加しようとする者（以下「参加者」という。）

が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を定めるものである。 
 
１ 本業務の概要                               
 
（１）件名 「生成 AI 導入前支援業務」 
 
（２）事業計画とビジョン 
 本業務は、東かがわデジタル化推進戦略【第 2.0 版】の策定に伴い、基本方針として「積

極的な AI の活用」を掲げており、有償版の生成 AI ツールを導入する前に、民間企業の知

見を活用した「伴走型」の教育を通じて、本市の職員が生成 AI を正しく安全に使いこなせ

る組織体制を構築するものである。 
 本業務のビジョンは、「ツール」より先に「人」を育てることに注力し、AI に関する組

織全体のリテラシー向上を図り、全ての職員が生成 AI を活用して自己の業務改善や地域課

題解決策の立案など、あらゆる業務に活用できるよう目指すものである。 
 
（３）委託期間  契約締結日から令和８年１０月３１日まで 
 
（４）委託費用の上限額  ￥１，８００，０００－（税込） 
 
 
２ 参加者の資格要件等                                                       
 参加者は、次に掲げる提案型コンペ参加資格（以下「参加資格」という。）の要件を全

て満たしている者であり、かつ、市から参加資格の「適合」確認を受けた者とする。 
 また、複数の者による共同提案は責任範囲が不明確となることから認めない。 
 
〔参加資格の要件〕 
（１）本業務の実施について、本市に来庁し、対応できる体制を整えていること。 
 
（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者で

ある   こと。 
 
（３）日本国内に本社を有し、四国地方、中国地方又は関西地方に事業所を有する者であ 

  ること。 
 
（４）ISO27001（ISMS）の認証を受けており、業務を実施する事業所が登録範囲に含まれ 

  ていること。 
 
（５）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号） 

  第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第 6 号 

  に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）に該当すると認められる者又は暴力団若 

  しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められる者でないこと。 
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（６）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法 

 （平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成 16 年法律 

  第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 
 
（７）本業務履行に際して、再委託が発生する場合は、同項２の（４）を準拠することと 

  し、国外事業者との再委託は認めない。 
 
（８）本業務内容を確実に履行し得る者であること。 
 
 
３ 提案型コンペ手続き等に関する事項                     
 
（１）手続きの流れ 
 
① 参加表明の手続き 
 実施要領に基づき参加者は、「様式１ 参加表明書」を記入、参加資格要件を証明する 

書類を添えて、提出期限までに本市へ提出すること。 
 
＜提出方法＞ 持参又は電子メール 
 電子メールで提出する場合は、電子メール送信後、速やかに本市提出先まで提出した旨 

の連絡を電話で行うこと。 
 
＜参加資格要件を証明する書類＞ 
 ・登記簿謄本（履歴事項全部証明書） ・・・ １通 
 ・会社概要（パンフレット又はホームページの印刷でも可能） ・・・ １通 
 ・最近の財務諸表 ・・・ １通 
 ・直近２年間の国税及び地方税に未納がない旨の証明書（原本） ・・・・ １通 
 （未納がない証明書の定義） 
  １）市内に本店、支店・営業所がある場合は、法人における市税（全ての項目）に未納がない証明書と２）と３） 
  ２）県内に本店、支店・営業所がある場合は、法人における県税（全ての項目）に未納がない証明書と３） 
  ３）国内に本店、支店・営業所がある場合は、法人における国税（納税証明書その３の３）に未納がない証明書 
 ・ISO27001（ISMS）の認証の証明書（ＩＳＭＳサイトの印刷でも可能） ・・・ １通 
 
＜参加表明期限＞ 令和８年５月１３日（水）正午まで 
 
② 参加資格要件の確認と通知 
 前項①で提出した様式１「参加表明書」の内容と参加資格要件を証明する書類を本市で 

審査後、「適合」又は「不適合」を付したメールを市より参加者に送信する。 
 
③ 提案書作成資料について 
 提案書作成に際して公開する資料は、以下のとおりとする。 
 ・実施要領（本書） 
 ・資料１「生成 AI 導入前支援業務仕様書」 
 ・資料２「東かがわデジタル化推進戦略【第 2.0 版】」 
 ・資料３「東かがわ市生成 AI システム利用ガイドライン Ver1.0」 
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④ 提案書に関する質疑受付 
 提案書を作成する上で、質疑があれば、様式２「質疑書」を提出すること。 
 質疑ができる者は、前項②で「適合」通知を受けた参加者のみとする。 
 なお、質疑及び回答内容は、「適合」通知を受けた全ての参加者にメールで送信する。 
 
＜提出方法＞ 持参又は電子メール 
 電子メールで提出した場合、送信後速やかに本市の提出先に電話連絡を行うこと。 
 なお、本市で提出された質疑書の確認が取れた時点で質疑を有効とする。 
 
＜質疑受付期限＞ 令和８年５月１３日（水）正午まで 
 
＜質疑回答期限＞ 令和８年５月１４日（木）とする。 
 
⑤ 提案書の提出 
 前項②で「適合」通知を受理した参加者は、提案書を市へ提出すること。 
 なお、提案書作成に際しては、「実施要領」、資料１「生成 AI 導入前支援業務仕様書」、 

資料２「東かがわデジタル化推進戦略【第 2.0 版】」及び資料３「東かがわ市生成 AI シ 

ステム利用ガイドライン Ver1.0」を遵守すること。 
 
＜提出方法＞ 持参又は郵送 
 郵送で提出する場合は、提出期限までに必着のこと。 
 
＜提出期限＞ 令和８年５月１５日（金）正午まで 
 
＜提出部数＞ ８部 
 
＜様式条件＞ 様式自由・Ａ４サイズ両面１０枚以内（表紙は、１ページに含まない。） 
       向き、文字フォント、挿絵、グラフ等、表現方法は自由 
       専門用語には解説を記載すること。なお、曖昧な表現は、禁止とする。 
       提案内容は、カリキュラムなど単元毎で整理するなど、明瞭明解な提案と 

      すること。 
       別途費用が必要な提案内容がある場合は、本業務の費用内と判断する。 
 
＜提案内容＞ 次の提案項目一覧のア～カの内容について記載すること。 
 
 ◆ 提案項目一覧 
 
 ア 提案書のビジョンと目的 
  実施要領、資料１および資料２を十分理解した上で、提案業者として本業務の「ビジ 

 ョン」と「目的」を明確にすること。 
 
 イ 本業務の提案について 
  本業務で貴社が実施するカリキュラム（講義・ワークショップ等）を実施項目として 

 整理の上、その項目における具体的な内容、また、この項目毎に要する費用を記載す 

 ること。 
  なお、具体的な項目としては、次の事項を参考とすること。 
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  （カリキュラム名、実施回数、実施時間、実施スケジュール、人員体制、運営方法、 

  支援前後の受講者サポート、受講者の理解度の調査・分析・報告） 
  また、資料１「生成 AI 導入前支援業務仕様書」に業務要件を掲載しているので、提案 

 書作成時は、必ず当該要件を満たしていること。 
  その他、本業務に関する提案書の作成時、前述にて記載している参考とは別に、民間 

 企業が保有している AI に関する知見の支援を期待することから、参加者で実施できる 

 内容があれば、積極的かつ具体的に記載すること。 
 
 ウ 運営体制 
  生成 AI 伴走支援で貴社が実施する運営体制や運営方法を具体的に記載すること。 
  運営体制に係る費用が他の項目に含まれていない場合は、その費用を記載すること。 
  もし、既に別の項目に費用が含まれている場合は、再掲として記載すること。 
  また、資料１「生成 AI 導入前支援業務仕様書」に業務要件を掲載しているので、提案 

 書作成時は、必ず当該要件を満たしていることを確認すること。 
  その他、本事業の実施に当たり、参加者にて運営体制について、工夫している点があ 

 れば、積極的かつ具体的に記載すること。 
 
 エ その他、本業務に必要となるツール（生成 AI など）とその設定作業 
  その他、本業務を履行する上で必要となるツール（生成 AI 本体および生成 AI のライ

セ  ンスも含む。）とその設定作業がある場合は、提案者で準備し、ツールの資料を添

付  して提出すること。（ツールの資料は、様式条件に含まれない。） 
  また、ツールと設定作業に関する費用を記載すること。 
  なお、提案書作成時は、あらかじめ資料１「生成 AI 導入前支援業務仕様書」内の＜市 

 で準備できるもの＞を確認することとし、市が準備できる生成 AI を活用して、本業務 

 を実施する場合は、無料版の生成 AI であるため、利用制限や動作保証が確約できない 

 ことをあらかじめ留意した上で提案しなければならない。なお、資料３「東かがわ市 

 生成 AI システム利用ガイドライン Ver1.0」にも十分留意し、参加者が生成 AI を用意 

 する場合、当該ガイドラインの適用対象とする生成 AI システムは、この限りでない。 
 
 オ AI 関連事業についての過去５年間の実績（官民を問わない。） 
 
 カ 納品物一覧表 
  本業務を実施する上で、本市に対して提出する納品物を一覧表にして提案書に記載す 

 ること。 
 ＜参考事例＞ 
  研修等資料・動画、研修等実施報告書、習得状況の効果測定報告書、 
  プロジェクト管理報告書、作業日報など 
  その他、本事業の実施に当たり、参考事例に記載している納品物以外がある場合は、 

 積極的かつ具体的に記載すること。 
 
（２） 提出先及び問合せ先 
  東かがわ市総務部財務課デジタル推進室（本庁舎・４階） 
  〒769-2792 香川県東かがわ市湊 1847 番地 1 
  電話：0879-26-1215  FAX：0879-26-1334 
  電子メールアドレス：hk-digital@city.higashikagawa.kagawa.jp 
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（３） 提案書の作成及び提出に関する費用 
 業務提案書の作成及び提出に要した費用は、参加者負担とし、市へ提出した提案書は、

一切返却しない。 
 
（４） 提案書の無効又は失格 
 ・参加資格の要件に該当しない者の提案は、無効とする。 
 ・参加資格の通知が「不適合」となった者の提案は、無効とする。 
 ・記名のない提案書及び要件を満たしていない提案書は、無効とする。 
 ・その他、実施要領に反する方法で提出された提案は、無効とする。 
 ・虚偽の記載又は虚偽の証明書類を提出した場合は、失格とする。 
 ・提出期限までに提案がない場合、失格とする。 
 
 
４ 提案書の評価・決定について                        
 
（１） 提案書の評価表 
 提出された提案書は、以下の評価表及び評価基準により、市選定委員会で評価を行い、

評価総合計点が最高得点の者を優先交渉権者として決定する。 
 
   評価表 

業務提案書項目 評価項目 得点 配点率 評価の視点 
ア 事業理解度 １～５ ３ 事業目的、背景や目指す方向性を正しく理解している

か。 
イ 業務理解度 １～５ ４ 各業務内容について的確に理解しているか。 
ウ 適合性 １～５ ５ 各業務要件に適合し、かつ期待できる提案であるか。 
エ 計画性 １～５ ４ 具体的かつ現実的な執行体制等が示されているか。 
オ 
 

経済合理性 
 

１～５ 
 

３ 
 

作業に関する費用内訳が明確に整理され、かつ低廉な価

格か。 
 
   評価基準 

得点 評価内容 
５ 非常に優れている 
４ 優れている 
３ 普通 
２ やや不十分である 
１ 不十分または未記入 

 
 ＜評価日（予定）＞  令和８年５月１８日（月） 
 ＜評価場所（予定）＞ 〒769-2792 香川県東かがわ市湊 1847 番地１ 
            東かがわ市役所 本庁舎３階大会議室 
 
（２） 決定通知 
 評価後、本市の決裁が完了した時点で、決定した参加者に対して決定した旨の通知をメ

ールで参加者に送信するので、優先交渉権者は速やかに正式な見積書の提出、契約手続き

の準備を開始すること。なお、決定しなかった者へは通知しない。 



様式１ 
                            

参 加 表 明 書 
 
 「生成 AI 導入前支援業務」に係る公募型提案コンペによる委託事業者に参加します。 
 業務の執行にあたっては、実施要領において示された業務内容の遵守に義務を負い、以

下の「確認事項」いずれの事項にも、真摯且つ誠実に応え、業務にあたることを誓約しま

す。 
 
 

確  認  事  項 
 
諾 否 

 
１ 

 
業務全体の本質的な目的を理解し、目的達成の為に最善の努力を行

う。 

 
  は い   

 
２ 

 
業務内容と業務量を理解の上、技術的な要件を遵守する。 

 
  は い   

 
３ 

 
業務遂行スケジュールを理解し、着実な執行を行う。 

 
  は い   

 
４ 
 
 

 
その他、必要に応じ、当市で既存取引関係のある事業者と連携し、十

分な調整の上、技術的な要件を満たす。 
 

 
  は い 
 
 

※承諾する場合には、「はい」を〇で囲む 
                        （提出日）令和  年  月  日 
東かがわ市長 様 
 
              会社名 
              代表者 
              住所 
              電話番号 
              ISMS 認証番号 
 
         （担当者） 氏 名 
               電 話 
               メール 
 

 
 
 
 
        
 
 受付職員名：           受付番号：      
 

市 受 付 印 
 
 
 
 
 
 
 

（印） 



様式２ 
 

質 疑 書 
 
 業務名：生成 AI 導入前支援業務 
 
 ＜質疑内容＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※ 実施要領、仕様書のどの位置に記載されている質疑なのか、必ず明示すること。 
   質疑内容は、具体的に記載すること。 
東かがわ市長 様 
 
              会社名 
              代表者 
              住所 
              電話番号 
              ISMS 認証番号 
 
         （担当者） 氏 名 
               電 話 
               メール 
                        （提出日）令和  年  月  日 

（印） 


